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富山県告示第101号 

   富山県産業廃棄物適正処理指導要綱の一部改正について 

 富山県産業廃棄物適正処理指導要綱（平成７年富山県告示第66号）の一部を次の 

ように改正する。 

  平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

 第17条第１項ただし書中「処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。）又は再生 

をするために産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。）を搬入する場合であって、 

搬入しようとする処分場（以下「搬入先」という。）ごとの搬入計画量（搬入しよ 

うとする産業廃棄物の年度ごとの計画量をいう。）が 100トン未満であるときは」 

を「次に掲げる場合は」に改め、同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。）又は再生を 
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  するために産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この号において同じ。) 

  を搬入する場合であって、搬入しようとする処分場（以下「搬入先」という。) 

  ごとの搬入計画量（搬入しようとする産業廃棄物の年度ごとの計画量をいう。) 

  が 100トン未満である場合 

 ⑵ 前号の規定にかかわらず、処分又は再生をするために低濃度ポリ塩化ビフェ 

  ニル廃棄物（無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物 

  （平成18年環境省告示第98号）第２項第１号から第３号までに掲げる産業廃棄 

  物をいう。）を搬入する場合 

   附 則 

 この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

                             （環境政策課）  

 

 

富山県告示第102号 

      土地区画整理事業の事業計画の変更について 

  土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第10条第１項の規定により射水市奈呉 

町第一街区東部土地区画整理事業の事業計画の変更を認可したので、同条第３項に 

おいて準用する同法第９条第３項の規定により次のとおり公告する。 

    平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 土地区画整理事業の名称 

    射水市奈呉町第一街区東部土地区画整理事業 

２ 施行者の氏名又は名称及び住所 

   新湊都市開発株式会社 射水市足洗新町一丁目101番地 

３ 事業施行期間 

    平成27年１月19日から平成29年３月31日まで 

４ 施行地区 

    射水市放生津町の一部 

５ 事務所の所在地 
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    射水市足洗新町一丁目101番地 

６ 施行認可の年月日 

    平成27年１月19日 

７ 変更認可の年月日 

  平成28年３月９日 

 

 

富山県告示第103号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定により、指定居宅 

サービス事業者として指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

    平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670700549 

指定年月日 平成28年３月１日 

申 請 者 名称 介護タクシーくまさん合同会社 

事 業 所 
所在地 富山県黒部市宇奈月町浦山 407番地20 

名称 ホームヘルプくまさん 

サービスの種類 訪問介護 

 

事業所番号 1670600467 

指定年月日 平成28年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社ショコラ 

事 業 所 
所在地 富山県滑川市柳原57－３ 

名称 訪問介護事業所喜楽庵 

サービスの種類 訪問介護 

 

事業所番号 1670202397 

指定年月日 平成28年３月１日 
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申 請 者 名称 株式会社メディカルケア 

事 業 所 
所在地 富山県高岡市姫野43番１ 

名称 ケアコミュニティーひめの 

サービスの種類 福祉用具貸与 

 

事業所番号 1670202397 

指定年月日 平成28年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社メディカルケア 

事 業 所 
所在地 富山県高岡市姫野43番１ 

名称 ケアコミュニティーひめの 

サービスの種類 特定福祉用具販売 

 

 

富山県告示第104号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定により、指定介護 

予防サービス事業者として指定したので、同法第 115条の10第１号の規定により公 

示する。 

    平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1670700549 

指定年月日 平成28年３月１日 

申 請 者 名称 介護タクシーくまさん合同会社 

事 業 所 
所在地 富山県黒部市宇奈月町浦山407番地20 

名称 ホームヘルプくまさん 

サービスの種類 介護予防訪問介護 

 

事業所番号 1670600467 

指定年月日 平成28年３月１日 
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申 請 者 名称 株式会社ショコラ 

事 業 所 
所在地 富山県滑川市柳原57－3 

名称 訪問介護事業所喜楽庵 

サービスの種類 介護予防訪問介護 

 

事業所番号 1670202397 

指定年月日 平成28年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社メディカルケア 

事 業 所 
所在地 富山県高岡市姫野43番１ 

名称 ケアコミュニティーひめの 

サービスの種類 介護予防福祉用具貸与 

 

事業所番号 1670202397 

指定年月日 平成28年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社メディカルケア 

事 業 所 
所在地 富山県高岡市姫野43番１ 

名称 ケアコミュニティーひめの 

サービスの種類 特定介護予防福祉用具販売 

 

 

富山県告示第105号 

      道路の区域変更について 

 道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月９日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  
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道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メートル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
福平経田線 

魚津市平伝寺 650番４から 
 
魚津市平伝寺 669番４まで 

変更前  

 
最大 13.5 

 
最小  13.4 

 

242.0 

新川土木 
センター 

変更後  

 
最大  16.5 

 
最小  13.4 

 

242.0 

県道 
富山滑川魚津
線 

魚津市吉島字大中島4426番
３から 
魚津市江口字東城1880番３
まで 

変更前  

 
最大 26.8 

 
最小  14.8 

 

93.0 

新川土木 
センター 

魚津市吉島字大中島4426番
３から 
 
魚津市江口 590番２まで 

変更後  

 
最大  19.8 

 
最小  14.8 

 

170.0 

県道 
 
上笹原東町線 

富山市八尾町上笹原1847番
２から 
 
富山市八尾町上笹原1824番
４まで 

変更前  

 
最大 11.3 

 
最小   3.5 

 

39.3 

富山土木 
センター 

変更後  

 
最大  11.3 

 
最小   6.5 

 

39.3 

県道 
西松瀬八十島
線 

富山市八尾町水口字上野 
760番１から 
 
富山市八尾町水口字上道田 
744番２まで 

変更前  

 
最大 11.0 

 
最小   5.6 

 

137.4 

富山土木 
センター 

変更後  

 
最大  31.7 

 
最小   7.7 

 

137.4 

県道 
 
八尾大沢野線 

富山市八尾町東葛坂字入ノ
高 509番２から 
 
富山市八尾町東葛坂字入ノ
高 518番まで 

変更前  

 
最大 30.6 

 
最小   9.0 

 

58.2 

富山土木 
センター 

変更後  

 
最大  45.1 

 
最小   9.3 

 

58.2 
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富山県告示第106号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月９日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
福平経田線 

魚津市平伝寺 650番４から 
 
魚津市平伝寺 669番４まで 

 
 

平成28年３月９日 
 
 

新川土木 
センター 

県道 
富山滑川魚津
線 

魚津市吉島字大中島4426番３から 
 
魚津市江口 590番２まで 

 
 

平成28年３月９日 
 
 

新川土木 
センター 

県道 
 
上笹原東町線 

富山市八尾町上笹原1847番２から 
 
富山市八尾町上笹原1824番４まで 

 
 

平成28年３月９日 
 
 

富山土木 
センター 

県道 
西松瀬八十島
線 

富山市八尾町水口字上野 760番１から 
 
富山市八尾町水口字上道田 744番２まで 

 
 

平成28年３月９日 
 
 

富山土木 
センター 

県道 
 
八尾大沢野線 

富山市八尾町東葛坂字入ノ高 509番２か
ら 
 
富山市八尾町東葛坂字入ノ高 518番まで 

 
 

平成28年３月９日 
 
 

富山土木 
センター 

 

 

富山県公安委員会告示第31号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、平成28年３月11日から施行する。 

  平成28年３月９日 
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                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 綿  貫  勝  介  

別表第１⑵ 踏切道の通行禁止 

 富山市の項第22号の次に次の１号を加える。 
 

 23 市道 富山市月岡町一丁目20 
 善名踏切 

 
 
16 

 
 

終日 

車両（小
型特殊自
動車・軽
車両を除
く） 

 

別表第５ 最高速度の指定 

 富山市の項第 573号を次のように改める。 
 

 573 

県道富山上 
滝立山線 
都市計画道 
路堀川線 

富山市大町（1区中部）25から 
同  布市 833まで 

 
 
3,750 
 
 

終日 50  

 富山市の項第 865号の次に次の１号を加える 
 

 866 市道 

富山市婦中町田島１－１ 
同  婦中町希望ケ丘 521 
同  婦中町希望ケ丘 524 
同  婦中町希望ケ丘 579 
同  婦中町希望ケ丘 783 
同  婦中町羽根新73 
同  婦中町田島 896－11 
同  婦中町田島 854－３ 
同  婦中町田島 698 
同  婦中町田島 405－１ 
 田島（北）交差点 
を結ぶ市道、蛇巻川、祖母川
で囲まれた区域内の道路 

 
 

8,300 
 
 

終日 30  
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落札者等の公示 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第11条及び富山県病院事業の財務に関す 

る規則（昭和42年富山県規則第15号）第81条において準用する富山県の物品等又は 

特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第12条の規 

定により次のとおり公示する。 
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  平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 

  富山県立中央病院寝具類、病衣及びリネン類の賃貸借、洗濯及び搬送業務委託 

  一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県立中央病院経営管理課  富山市西長江二丁目２番78号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年２月23日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社富山県寝具センター  富山市田中町一丁目６番14号 

５ 落札金額 

   192,416,852円 

６ 契約の相手方を決定した手続き 

  一般競争入札 

７ 特例政令第６条の公告を行った日 

  平成28年１月13日 

８ 平成28・29年度の長期継続契約 

 

 

都市計画の図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第20条第１項の規定により富山市から次の 

都市計画の図書の写しの送付があったので、同条第２項の規定により富山県土木部 

都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成28年３月９日 

                    富山県知事 石  井    一  

都市計画の種類及び名称 

（種類） 富山高岡広域都市計画地区計画 

（名称） 中心市街地地区 地区計画 
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